
「中央区カスタマー・ハラスメント防止基本方針」を策定しました

国における「労働施策総合推進
法」の改正や、「東京都カスタマー・
ハラスメント防止条例」の制定、
区で実施した実態調査の結果を踏
まえ、「中央区カスタマー・ハラス
メント防止基本方針」を策定しま
した。
区民の皆さまからのご意見やご
要望は、区政の改善やサービス向
上に欠かせない大切なものです。
一方で、カスタマー・ハラスメン
ト（※）に該当する行為は、職員の
心身の健康を損なうだけでなく、
通常業務の円滑な遂行を妨げ、区
民サービス全体の低下を招く恐れ
があります。
こうした行為が確認された場合

には、職員が安心して働ける職場
環境を守り、安定した区民サービ
スを提供できるよう、区として組
織的かつ毅然と対応してまいりま
す。
区民の皆さまにおかれまして
は、誰もが安心して暮らせるまち
を実現するため、ご理解とご協力
をお願いいたします。
※区民等から職員等に対し、その
業務に関して行われる著しい迷
惑行為であって、職員等の就業
環境を害するもの

啓発ポスターについて
「中央区カスタマー・ハラスメ
ント防止ポスター」を区民の皆さ

まに広く周知するため、庁舎内の
窓口などに掲示しています。
問総務課カスタマー・ハラスメン
ト防止担当

　☎（3546）5625

令和7年度補正予算のあらまし

7億8,038万5千円を
増額補正しました

令和8年4月（第2回）
認可保育所などの入園・転園入園・転園申し込みを受け付けます

令和７年度中央区子育て応援手当のご案内

　4月入園・転園（第1回）の利用調整後に辞退などで空きが
生じたクラスについて利用調整を行います。

新たに4月入園・転園（第2回）を申し込む方
　4月入園・転園（第2回）受付期間中に申込書類一式を提出
してください。
◎4月入園・転園（第1回）利用調整で内定しなかった方で申
請内容などに変更がない方は、申し込みは不要です。第1
回の申請内容で第2回の利用調整を行います。

4月入園・転園（第1回）の申請内容に変更がある方　
　内定しなかった方で希望園の変更をする方や仕事の状況な
ど申請内容に変更がある方は、「子どものための教育・保育給
付認定変更申請書兼申請内容変更届」を提出してください。

受付期間
2月2日（月）〜13日（金）
午前8時30分〜午後5時
◎土・日曜日、祝日は除きます。ただし、区
内認可保育所などでは土曜日も申し込みを
受け付けます（事前に園への連絡をお願い
します）。

◎オンライン申請は、2月13日午後11時
59分までに送信を完了している必要があ
ります。

◎申し込みに関する全ての書類は、受付期間
内に提出してください。提出しない場合は
利用調整の対象となりません。

◎居宅訪問型保育事業の利用調整は、4月入
園・転園（第2回）利用調整後に行います。

X
区の公式HPやSNSをチェック！

X Instagram YouTube LINEX（旧 Twitter）区公式ホームページ

次回の発行日は2月1日（日）です。

詳しくは区HPへ

詳しくは区HPへ

令和7年度の一般会計補正予算が、令和7年
12月に開かれた第2回区議会臨時会で可決さ
れました。
一般会計の補正額

主な内容
◆子育て応援手当の支給（7億8,038万5千円）
物価高騰の影響が長期化する中で、特にその
影響を受けている子育て世帯を支援し、子ども
たちの健やかな成長を応援することを目的とし
て、子育て応援手当を支給します。
支給額：対象児童1人当たり2万円

問財政課財政担当
☎（3546）5255

補正予算額 補正後の予算額

7億8,038万5千円 1,644億5,734万3千円

　物価高騰の影響が長期化する
中、特にその影響を受けている
子育て世帯に対する支援を目的
として、子育て応援手当を支給
します。
支給対象
　次のア・イのいずれにも該当
する世帯
ア基準日（令和7年9月30日）
に、区の住民基本台帳に記録
されている世帯
イ児童手当の支給対象児童（0
歳〜18歳までの子ども）を養
育する世帯
◎支給対象児童には、令和7年
10月1日〜令和8年3月31
日に生まれる新生児も含まれ
ます。
支給額
子ども1人当たり2万円

支給通知の時期など
①現在、区から児童手当を受給し、
世帯構成に変更のない世帯
　対象と思われる世帯には1月
22日付けで支給通知書を送
付します。
②これから区で児童手当認定請
求書を提出する予定の世帯
（令和8年3月31日までに生
まれる新生児を含む。）
　児童手当認定請求書を提出し
ていただいた後、支給通知書
を順次送付します。

③その他の世帯（公務員など）
　対象と思われる世帯には1月
21日以降、順次ご案内を送
付します。公務員に該当する
方は、所属庁から配付された
申請書をHPまたはご案内に印
字された二次元コードからオ

ンラインで申請してください。
◎対象と思われる世帯で1月末
までにご案内が届かない場合
や、世帯構成に変更などが
あった場合は、問へ。

申請書提出期限
　4月30日（必着）
◎①、②に該当する方は申請書
の提出不要

◎申請書の提出がない場合、受
給できません。

問中央区子育て応援手当コール
センター

　☎050（3493）4600
（平日午前8時30分〜午後5
時、水曜日は午後7時まで）

詳しくは区HPへ

訃 

報
　中央区名誉区民　大谷信義様（松竹株式会社名誉会長）が12月10日に御
逝去されました。
　氏は、事業経営者として精励されるとともに、文化・芸術の向上に尽力さ
れ、また観光協会ほか地域団体において本区の観光事業の推進および商工
業の発展に卓絶な功績を残されたことから、令和４年10月に中央区名誉区
民として顕彰されました。
　ここに謹んで哀悼の意を表します。
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受付場所
区役所6階保育課保育入園係、各特別出
張所、中央区保健所、各保健センター、区
内認可保育所など
◎区役所のみ郵送でも受け付けています
（2月13日必着）。
◎郵送の場合、郵送事故などによる書類の
紛失を防ぐため、特定記録郵便などの利
用をお願いします。
◎オンライン申請も受け付けています。
問保育課保育入園係
　〒104-8404　築地1-1-1
　☎（3546）5227・5387・9587


